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「令和 7 年度 熊本市レディース卓球大会 年齢別団体戦」実施要項 
 

1. 期 日 令和 7 年 12 月 14 日（日） 開場：午前 8 時 開会式：午前 9 時 
   

2. 会 場 植木中央公園運動施設 体育館 

〒861-0136 熊本市北区植木町岩野 285-35 
   

3. 主 催 熊本市卓球協会 
   

4. 競 技 種 目 年齢別 4 人による 2 単 1 複の団体戦 

 ゴールドクラス： 

 プラチナクラス： 

4 人の合計年齢が 290 歳未満 

4 人の合計年齢が 290 歳以上 
   

5. 参 加 資 格 原則として学校に在学する生徒及び学生以外の者とするが、本大会の趣旨に則り、事務局は

資格要件に関わる個別の相談に応じるものとする。 

 年齢算出の基準は令和 8 年 4 月 1 日現在の年齢によるものとする。 

 単独でチーム編成ができない少人数のクラブが合同チームを編成して参加することを認め

る。但し、合同チームは 2 クラブによるものに限ることとする。 

 合同チームは氏名と共に所属クラブ名を明記して申し込むこと。 
   

6. 試 合 方 法 リーグ戦後、各順位によるトーナメント戦とする。 
   

7. 競技ルール  現行の日本卓球ルールによるが、タイムアウト制は適用しない。 

 ゼッケンを着装すること。 
   

8. 表 彰 参加者全員に参加賞 
   

9. 参 加 料 1 チーム 3,200 円 

 大会当日に本部席の受付でチーム単位に支払うこと。 
   

10. 申 込 方 法 別紙申込書に必要事項を記入し、下記住所に郵送で申し込むこと。 

〒862-0971 熊本市中央区大江 6-30-14 

熊本市卓球協会 「レディース （年齢別団体戦）」事務局宛 
   

11. 申 込 期 間 令和 7 年 11 月 17 日（月）～12 月 1 日（月） 
   

12. 保 険 当協会は本大会の主催者として競技者のスポーツ傷害保険に加入するものとする。 
   

13. 当番チーム  準備係： 開場の 5 分前に集合して会場設営 

 スマッシュ、すみれ、西山レディース、託麻 YY、ととろ LC、長嶺 SC、熊本球友会 

 片付け係： 大会終了後に後片付け 

 なかよし、ナッツ、西合志ひまわり、ひごレディース、むしゃんよか、肥後椿、 

フローラ、クロー婆 
   

14. 駐 車 券  会場の駐車場は、本大会で利用できる台数に制限があるため、当協会が発行した駐車券を

掲示した車のみ駐車場への入場を許可するものとする。 

 駐車券を希望する場合は、参加申込書に駐車希望台数を記入し、宛先を書いて切手を貼

った封筒を同封して申し込むこと。当協会は全体の希望数に応じて案分し、希望者に駐車

券を送付するものとする。 
   

15. そ の 他  当協会の事務局にスタッフは常駐していないため、問い合せ等は留守番電話又は FAX で

受け付け、追って回答するものとする。 

 本大会の実施要項を変更する場合又は本大会の開催を中止する場合は、その旨を当協会

のウェブサイトで周知するものとする。  
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「令和７年度 熊本市レディース卓球大会 年齢別団体戦」参加申込書 

年   月   日 

クラブ名  TEL  

責任者氏名  FAX  

責任者住所 
〒 

 
携帯電話  

 

＊クラブ内のランク順に氏名を記入し、ふりがなを付すこと。 

＊合同チームは氏名と共に所属クラブ名を明記すること。 

クラス 氏名 年齢 クラス 氏名 年齢 

 

  

 

  

    

    

    

 

  

 

  

    

    

    

 

  

 

  

    

    

    

 

参加料：       チーム  ✕ 3,200 円 ＝ 合計              円 

     

駐車希望台数：          台        

* 会場の駐車場は、本大会で利用できる台数に制限があるため、当協会が発行した駐車券を掲示した車のみ駐

車場への入場を許可するものとする。駐車希望台数を記入し、宛先を書いて切手を貼った封筒を同封して申し

込むこと。当協会は全体の希望数に応じて案分し、希望者に駐車券を送付するものとする。 


